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はじめに 
 
長野県保険医協会の調査で、国民健康保険発行数の 4.5%（約 1 万 4 千世帯）に短期保

険証が発行されており、その数が年々増えている事態が判明しました。約 4 割が 6 ヵ月の

有効期間ですが、全体の 1/4 が 1ヵ月、半数以上が 3 ヵ月の有効期間と長野県で異常な事

態が起きています。 

 短期保険証は一定期間保険料が滞納した場合に取られる措置ですが、近年では非正規雇

用や失業者が国保に入るケースも多く、経済的理由による滞納が増えているとの指摘もあ

ります。 

 そこで、今回長野県民医連として、県内事業所を受診する患者さんで国保短期保険証を

発行された方を対象に、発行の背景や影響を中心に調査を実施しました。 

 調査結果より、短期保険者受給者の生活は、深刻な貧困問題を反映する結果となり、高

すぎる保険料による生活の圧迫や受診抑制等の影響が明らかとなりました。 

 国民健康保険法の改正案が国会で成立し、2018 年度から国民健康保険の都道府県単位

化が行われます。現在の「市町村運営」である国民健康保険制度が誕生して 60 年。その運

営主体が「県」へと変わる大改革です。 

 国保運営が県へ統一する事により保険料の値上がりや、短期保険証の交付条件悪化等が

懸念されます。国保改革では、2016 年度中に県と市町村とで改革方針を協議していく予

定です。 

 県や市町村は短期保険証受給者の実態を掴みきれていません。今調査結果を活用し、県

や市町村と懇談を実施し短期保険証受給者の実態を訴えて行きましょう。 
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受療権をおびやかす短期保険証の実態 

必要な時に必要な医療を受けることができるよう、国民健康保険のより一層の改善を 

県連ＳＷ委員会の訴え 
 

今回の調査は、国民健康保険の広域化に

伴う影響を危惧し、国民健康保険の実態を

確認するために開始したものでした。かね

てより、受療権をおびやかすものとして短

期保険証や資格者証の発行は問題視されて

いました。「保険証がなく受診ができない」

「保険料が高くて支払いができない」等の

理由から、受診が抑制されることにより病

気の発見や治療が遅れ、本来、必要なタイ

ミングで必要な医療を受けることができて

いれば救うことのできたはずの命が、失わ

れてしまう悲惨な事例が複数存在していま

した。今回の調査を通じて短期保険証の方

の生活背景を明らかにすることで、より具

体的に問題を抽出・検証し、改善を求める

運動の根拠とすることを目指しました。 

 結果、調査から明らかになった生活実態

は、やはり現在の深刻な貧困問題を反映す

る内容でありました。また、個々の行政対

応の実態も明らかにされ、高額な保険料が

生活に与える影響や制裁措置による受診抑

制などの実態が確認されました。 

 個々の市町村で対応されている現状にお

いても複数の課題がある中で、今後管轄が

広域化することで個々の生活実態が更に見

えにくくなり、一律対応のもとで、短期保

険証や資格者証の発行や受療抑制の問題が

深刻化することが予想されます。 

 今回の調査結果を踏まえて、私たちは、

下記を求めます。 

 

 

1. 受診を抑制し健康やいのちを危険にさらす短期保険証・資格者証の発行をしないこと、

その中でも特に抑止力の強い１ヶ月の超短期証の発行をやめること 

2. 国民皆保険に基づき 1 人 1人が必要な時に保険証を使用できるよう保険証の留め置き

をやめること 

3. 医療の必要性が高く、受診抑制が深刻な健康被害に影響しやすい高齢者、子ども、障

がい者のいる世帯には発行をしないこと 

4. 広域化にあたり、機械的な発行はせず個々の国民の生活背景に目を向けた運用をする

こと 

5. 貧困者の受療権を守る国保 44 条の基づく減免制度をより運用しやすい内容に変える

こと 

国民健康保険は、医療を受ける権利を保障し、国民の健康といのちを守るものです。国民

ひとりひとりが必要な時に、必要な医療を受けることができるよう、国民健康保険のより

一層の改善を求め運動していくことが、医療に携わる私たちの使命です。ともに頑張りま

しょう。 
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---------- 短期保険証受給者の生活実態調査を行って ---------- 
 

「払いたくても払えない」「働きたくても働けない」苦しい生活実態が明らかに 

県連医事代表者会議 
 
 

事業所ごと医事課での短期保険証への認

識は様々でした。短期保険証の仕分けを行

い、困難者はＭＳＷに繋げている事業所や、

電子カルテ上に短期保険証を登録できるシ

ステムを作っている事業所。普通の国保と

同様に保険証を扱っている事業所など、短

期保険証は県連内統一した把握づくり、認

識ではありませんでした。 

 短期保険証実態調査を行い、短期保険証

であると認識していない患者様も多く、行

政対応の不十分さを感じさせられる面も

多々ありました。また、短期保険証受給者

の生活の苦しさを実感させられました。後

追い調査をしてみても、短期保険証受給者

には未収金が当事業所のみ 26％、複数の

機関にある方 6％と合わせて 32％の方が

未収金があり、さらに中断しがちな方が多

い事も分かりました。医事課職員として短

期保険証を把握・意識する事は、病院の未

収金対策や中断させない為のフォローにも

つながる事にもなり、今後も実態を掴む取

組みを継続していく必要性を感じさせられ

ました。 

 県連医事代表者会議で今調査に取り組む

事により、短期保険証を把握するシステム

作りが県連統一して作る事が出来ました。

また、短期保険証に気づける職員体制作り

や、一枚の保険証から患者の生活背景を想

像できる職員育成に繋がる事が出来ました。 

 今調査で明らかになった短期保険証受給

者の生活実態は、全体の一部分にしかすぎ

ません。社会の中に埋もれてしまっている

困難者をいかに発掘するのか、医事課職員

でしか把握できない短期保険証をどう運動

にしていくかが今後の課題になってきます。

今後も継続した実態把握をしていきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医事代表者として、社保協主催の長野県国保担当者と懇談。調査で分かった短期保険証受

給者の生活実態を訴えた。 
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「短期保険証受給者実態調査」の社会的意義について 
三重短期大学教授  長友 薫輝 

 

１．調査の意義 
 

 今回、長野県民医連のみなさんが本調査

に取り組まれたことに敬意を表します。 

 調査プロジェクトチームの方々が昨年、

調査の相談にわざわざ三重県までお越しに

なられたことを昨日のことのように思い出

しました。 

 本調査は長野県民の方々にはもちろん、

他の地域の方々にとっても良い影響を及ぼ

すことが確実といってよい、大変意義のあ

るものとなっています。ぜひ、調査結果を

どんどん発信して頂きたいと思います。

様々な手法や媒体を使用して、地域に還元

していきましょう。 

 調査は結果だけでなく、調査に取り組ん

だこと自体にも大きな意義があると考えて

います。おそらくプロジェクトチームの

方々は試行錯誤しながら調査を設計し、時

には修正をせまられたり難航したり、いろ

いろご苦労があったのではないかと思いま

す。そのように常に「調査は共同の学習の

プログラム」となっています。 

 調査などを通じて地域住民の生活実態を

把握し発信することは、医療・介護・社会

福祉に従事する人々に社会的に託されてい

る役割です。ただ、現状としては職員研修

や組織内でこうした役割について、明確な

位置付けがなされているところはまだまだ

多くありません。患者・利用者への接遇研

修、専門的な知見を得る研修などと同じよ

うに、身につけておきたい素養の 1 つだと

思います。何より調査は集団づくりにも役

立つ共同の学習プログラムであるところが

ポイントです。本調査を通じて、あらため

て調査の役割と取り組む意義を確認するこ

とができました。 

 

２．短期保険証の発行とその生活実態 
 
 １ヶ月や３ヶ月などと有効期限のある保

険証（短期保険証）が世の中に存在する、

ということがまだまだ知られていません。

ましてや短期保険証が発行された世帯の生

活実態は潜在化したままです。本調査はこ

の潜在化している短期保険証の発行とその

生活実態に焦点を当てた、おそらく全国初

の本格的な取り組みです。 

 私たちの暮らし上の困りごと、いわば生

活問題は個別化、そして潜在化する傾向を

持っています。今や、ますます抱えている

生活問題が見えづらくなっています。ここ

をどうやって顕在化させていくのかが喫緊

の課題です。個別化、潜在化する傾向にあ

る生活問題の顕在化を図る際に、調査は有

効な手法の 1 つである、ということを本調

査が示しています。 

 短期保険証が発行されている世帯は国保

の保険料を滞納しています。滞納している

ことを知られたくないという思いもあり、

問題はなかなか顕在化しません。保険料を

納めるのは市民として当然の義務、払えな

いような状態にあるのは自己責任、などと

いった考え方が浸透しているためでもあり

ます。 

 ところが、今回の調査で明確になったの

は、やはり貧困問題が根底にあるというこ

とです。貧困は構造的な問題であり、自己
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責任で解決できるような問題ではないこと

を示しています。また、加入者のほとんど

が低所得者または所得なしの世帯であるに

もかかわらず、国保の保険料は高過ぎるた

め滞納せざるを得ないのです。 

 にもかかわらず滞納した世帯に対する制

裁措置として、短期保険証が発行されてい

ます。制裁措置の発動により受診抑制や受

診中断が起き、長野県民の健康が危機にさ

らされています。「お金がなければ健康にな

れない」という政策展開を県民が許容する

のかどうか、が問われています。 
 
３．地域住民とともに、自治体とともに 
 

 厚生労働省が策定した「健康日本 21（第

2 次）」（2013 年〜）では「お金がなけれ

ば健康になれない」社会について指摘し危

惧しています。社会経済的格差と健康格差

の連動がいっそう進展することに懸念を表

明しています。 

 疾病と貧困の悪循環が起きないよう、「健

康日本 21（第 2次）」では健康格差対策に

取り組む自治体を増やしていくことが目標

とされています。短期保険証を発行するな

どの制裁措置を行うことで、健康格差をむ

しろ拡大させ地域住民の健康を阻害させて

いる自治体があるとすれば、こうした国の

方針とは異なるものとなります。本調査の

結果をふまえて政策的対応を誤ることのな

いよう留意しなければなりません。 

 また、自治体による制裁措置は地域住民

と自治体間の信頼関係を損なうことにつな

がります。信頼度が低下した自治体の政策

展開はいっそう厳しいものとなります。と

いうのは今後、自治体には新たな医療費抑

制策として「地域医療構想」「地域包括ケア

システムの構築」「第 2 次医療費適正化計

画」の推進が求められるからです。いずれ

の政策においても重要となっているのは地

域住民の参加です。住民参加を図りながら

地域の医療保障をどうつくっていくのか、

という視点が自治体にも、医療機関にも必

要です。 

 本調査の取り組みを契機に、地域住民と

ともに、そして自治体とともに個別化・潜

在化しやすい生活問題を把握する新たなチ

ャレンジを進めることが重要となっていま

す。こうした動きを形成することはよりよ

い組織づくりにも連動し、何より県民にと

ってなくてはならない存在意義を提示する

ことができるものと確信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長友薫輝氏 著書 

 「長友先生国保って何ですか」 自治体研究社 2013 年発行 

 「市町村から国保は消えない」 自治体研修社 2015 年発行  
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 調査対象者の保険有効期限は、1ヵ月

が32％、3ヵ月が18％、6ヵ月が38％

という結果となった。 

 長野県における 1 ヵ月の超短期保険

証の発行が明らかになり、さらに発行割

合も全体の 1/4 以上と異常な結果にな

っている。 

 調査対象者の職業は、非正規雇用が

40％、無職が 12％、自営業が 15％と

いう結果となった。 

 世帯収入は、20～30万以上の人を合

わせて 24％いるが、15 万未満の人が

合わせて 29％という結果となった。 

 短期保険証受給者は、不安定な職業に

ついている人が多く、低所得者層が多

い。特に生活保護受給基準を下回る世帯

が全体の約 3 割もいる事も明らかとな

った。 

 一定の所得がある世帯も、住宅ローン

や高すぎる保険料の支払いで生活費が

圧迫されている。 

―――――――――― 短期保険証実態調査の概要 ―――――――――― 

 

はじめに 
 
2015年 3月 1日からの 1ヵ月間の期間

に受付にこられた短期保険証を持つ受診患

者の補足を行い 80 件リストアップされた。

2015年4月より詳細聞き取り調査を行い、

34 件聞き取る事が出来た。 

 詳細聞き取り調査により、短期保険証を

持つ患者は、「収入が不安定で低く、保険料

の支払いが困難」「慢性疾患患者の中断の危

険と隣り合わせ」という状況が明らかにな

った。

             下記調査結果の概要を紹介する               
 

1）長野県における 1 ヵ月の超短期証の発行が明らかに

 

2）不安定な職業、低所得者が多い 
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 調査対象者の 68％が慢性疾患の治療

をしている事が明らかとり長期的な治

療を要する人が多い。なかには、人工透

析患者に 1 ヵ月の短期保険証が出され

ているケースもある。 

 慢性疾患ではなくても、貧血や脳梗塞

術後等、長期的な治療を要する人もい

る。 

調査結果より明らかとなったこと 

 長野県における 1ヵ月の超短期証の発行の実態が有る 

 非正規雇用者が全体の 40％、無職者 12％、自営業者 15％と不安定な職業に就い

ている人が多く、収入は 15万未満の生活保護基準を下回る世帯が全体の約 3割と

低所得者が多い。 

 慢性疾患等、長期的な治療を要する人が多い。 

 以上より収入が不安定で低く、高すぎる保険料の支払いが困難。そして慢

性疾患等長期的な治療を要する人が多く、常に中断の危険と隣り合わせであ

る事が分かった。 

 

―――――――――― 短期保険証実態調査の概要 ―――――――――― 
 
3）長期的な治療を要する人が多い 

 

 

4）調査結果を受けて 

調査結果より、短期保険証を交付される

事情には、様々な問題が複合的に重なって

おり、現在の社会情勢を表している。子ど

も、高齢者、長期的な治療を要する方々、

社会がサポートしていく必要がある方にも

短期保険証が発行されている。また短期保

険証を交付されている方は、行政と常にコ

ンタクトを取っていないと保険証が発行さ

れない。日常の行政との関わりが途絶えて

しまうと、「無保険状態」となり兼ねない。 

 私達は市町村、広域連合と懇談を行い、

事例を基に実情を共有し協力して改善を進

めて行く必要がある。 

 

5）私達の考え・要求 

① 『短期保険証の発行をやめること』、

『保険証の交付と国保料の納付を切り

離して考え、全ての被保険者に保険証

を渡すこと』を原則とした上で、下記

の②～④の事項を検討して欲しい。 

② 1ヵ月保険証の発行、保険証の留置き

をやめて欲しい。有効期限は最低でも

3ヵ月以上とし、窓口への留置き期間

は最小限とし、速やかに郵送をして欲

しい。 

③ 受診が必要な患者には、保険料の納付

の有無にかかわらず保険証を交付して

欲しい。また高齢者・子どもがいる世

帯等、社会的なサポートを必要とする

世帯への発行もやめて欲しい。 

④ 長野市にような短期証の発行基準と発

行の除外基準をもうける等、短期証の

機械的な発行をやめ、進んだ市町村の

取組みを取り入れて欲しい。 
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---------- 事例 ---------- 
 

失職し収入が減った時に国保料が支払えず国保料が滞納に 

毎月の分納支払いが滞り保険証がもらえず、受診を控える 

Ａさん 50代 男性 
 

 

A さんは 55 歳。20 代から車の整備の

仕事をしていました。48 歳で脳梗塞を発

症しましたが、必死でリハビリを行い生活

に支障はない位に回復しました。しかし軽

度の麻痺は残ってしまいました。握力が弱

く、高い所に上るには不安定になる等の状

況で、元の仕事に戻ることが出来ず、いっ

たん職を辞することになりました。病気を

したことで収入が減り、住宅ローンを支払

ことが困難になり家を手放しました。それ

がきっかけで妻とは離婚し、家族も失うこ

とになりました。 

 何とか体調が戻り、正職員で働く先を探

しましたが見つからず、アルバイトで生活

をつなぎました。アルバイトでは契約が切

れる事もあり無収入の時期もありました。

収入は安定せず、税金や国保料を遅滞なく

支払うことはできませんでした。市役所に

国保料の支払い相談に行き、毎月定額を納

めることを約束しました。保険証は保険料

を納めたときに受け取ることになりました。 

 しかし、収入が滞り約束の保険料が支払

えないことが数カ月続き、役場の窓口にい

けないことで保険証の期限は切れてしまい

ました。 

 体調を崩し、腹痛、嘔吐が治まらず辛く

て病院を受診しようと思い、国民保険証を

もらいたくて窓口に相談に行きました。そ

こで職員に言われた言葉が胸に突き刺さり

ました。「保険証が発行されないのは、約束

通り保険料を支払えなかったあなたが悪い」

と責められました。あまりの言葉にもう 2

度と役場には行きたくないと思ったそうで

す。 

 腹痛で来院をしたときには、1 か月の短

期保険証を持って受診したのですが、再受

診されませんでした。ＳＷから受診を勧め

る為に連絡し、収入が途絶えている事を聞

き、無料低額診療事業を利用しての受診を

提案しました。受診後、詳細を伺った上で

生活保護申請を提案しましたが、Ａさんは

市役所の窓口で「約束を守れなかったあな

たが悪い」と言われた事が悔しく、役場に

行くことは考えるのも嫌だとおっしゃいま

した。健康を取り戻し、働けるまでは支援

を受けましょうとお話し、気持ちを奮い立

たせ申請窓口に行きました。面談中は何度

も気持ちが揺らぐのがわかりましたが、書

類を書きあげ手続きをし、生活保護の受給

が決定しました。
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---------- 事例 ---------- 
 

夫が交通事故に遭い家計の収入が減少 １人で働きに出るも保険料が払えず滞納 

住宅ローン・医療費・保険料の支払いに追われる日々 

Ｋさん 60代 女性 
 

10 年ほど前、正規雇用で勤めていた夫

が交通事故に遭い、車の運転・就労が困難

に。その穴を埋めるべくＫさんが働きにで

るようになり、日曜日以外に休みはなく、

朝は新聞配達、昼は清掃の仕事と掛け持ち

をしながら生活をやりくりしていました。

夫もすこしずつ、働きに出られるようにな

りましたが、月 16 万円支払っていた住宅

ローンが生活を圧迫し、他にも生活費・医

療費の支払いなど支出も多く、保険料を滞

納しがちになってしまいます。その頃より

行政と分納を約束し１ヶ月ごとの短気保険

証が交付されるようになります。Ｋさん自

身も高血圧・膝関節症を抱えており、複数

の医療機関に通院していました。 

 保険料の支払いは毎月 3万円。生活に余

裕がある時は 6万円支払う月もありました。

毎月役場へ保険料の支払いに行く際に「保

険料を早く支払って下さい。早く払っても

らわないとこちらも困ります。」と催促の言

葉をかけられていました。Ｋさんは「役場

の人にそう言われてしまうと毎月保険証を

取りに行くのがとても嫌になる。」とつらそ

うな表情でお話してくださいました。 

 半年後Ｋさんにお話を伺うと、保険料の

支払いが終了し、通常の保険証が発行され

ていました。しかし、夫が体調不良となっ

ておりＫさんが一家を支えている状態でし

た。Ｋさん自身も今月になり体調不良で仕

事を休むこともあり生活はまだまだ苦しい

様子でした。「夫も具合が悪くなることもあ

るし、住宅ローンもまだ残っている。本当

に気が抜けない。保険料の支払いが終わっ

て良いのやら・・・支払うことがとても多

いが、お金が無いのはどうしようもない。

無いなりに生活していくしかないですね。」

と生活の苦しさをお話しされる姿が印象的

でした。 

 悪徳滞納をしたわけではなく、夫の事故

により一家を支えなくてはならなくなった

Ｋさん。そんなＫさんが必死に働いて保険

証を受け取りに行ったにも関わらず、行政

の言葉に温かみはありませんでした。Ｋさ

んの生活背景を知った上での言葉であった

のでしょうか。『保険料の滞納＝悪徳滞納者』

ではないことを改めて感じ、本来あるべき

行政の役割が果たされていたのか疑問に感

じました。 

 また、Ｋさんのように年金を貰い働きに

も出て、さらに住宅ローンが家計を圧迫し

ておりそのため過密な労働を強いられてい

ます。そんな中、健康面が阻害されればす

ぐに生活が転がり落ちてしまうというとこ

ろにも問題があるのではないかと感じる事

例でした。 
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---------- 事例 ---------- 
 

自営業の廃業を機に生活困窮状態に 

税金や滞納金の支払いのために働く日々 生活困窮者に対する行政の役割を問う 

Ａさん 60代 男性 
 

A さんとお会いして初めに受けた印象は、

「つかみどころのないひと」でした。質問

に対してどこか他人事で、答えにくいであ

ろう質問にも「あっけらかん」とお答えに

なるのです。初めて会う他人にお金の話は

しにくいものと思いますが、話しにくいこ

とさえも「あっけらかん」と話す Aさんの

姿を見て、どこか不思議な印象を受けまし

た。 

 Aさんは、信州の地元 X市で、高校を卒

業後、実家の電気工を継ぎ、自営業を営ん

でおられました。50 代前半のときに、家

業を手伝ってくれていた奥さまが急死。突

然の死を受け入れることが出来ず、精神的

に「おかしくなった」とAさんは言います。 

 奥さまとふたりで切り盛りしてきた電気

工の仕事を続けることは難しく、廃業。わ

ずかな貯蓄を切り崩して生活をしていまし

たが、税金や保険料を支払う余裕はなく、

その日を食いつないでいくかで、精いっぱ

いの毎日を送っていました。そんな中、A

さんは「気持ちが落ち込みながらでも、生

活するために働かないわけにもいかない」

と上京し、住み込みの工事現場の作業員と

して就職しました。転居してからも X市へ

の滞納金は支払いを続けており、引っ越し

先の行政で発生する新たな支払いと合わせ

て２重の支払いをしていたことになります。

Aさんの給料はほとんどが税金や X市の滞

納金の支払いに消え「生活の楽しみなどは

なかった」と言います。 

 その後、工事現場の作業が打ち切りとな

り仕事がなくなったため、地元の X市へ戻

り再転入。その際に「滞納があるため保険

証が発行されない」と言われました。今後

の支払いについて改めて分納の約束をし、

現在は 6か月の短期保険証を発行され、慢

性疾患の治療のため定期的に通院していま

す。 

 現在の仕事は、飲食店でのアルバイト。

週 4日ほど働きますが、お客さんが少ない

ときは早めに帰され、1ヶ月の収入は 6万

円ほど。老齢年金と合わせても月 13 万円

ほどにしかなりません。最初に受けた「あ

っけらかんとした印象」は、小さいながら

も自分の仕事を誇らしく続けてきたAさん

が、図らずも廃業するしかなかった中で、

何度も税金や保険料の相談に行政機関に出

向き、それでも「どうにもならなかった」

状況から、自分の心を守るための、唯一の

方法だったのかもしれません。 

 Aさんは言います。「収入がゼロだったと

きまで、税金や保険料を支払わないといけ

ないのはおかしい。行政に相談に行っても、

『そう決まっているから』と言われてしま

う。決まりを市民に伝えることではなくて、

どうしたらいいのか、相談にのってくれる

のが行政の役割でしょう？」
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長野県内における国保証短期保険証発行の実態と生活背景を 

つかみ、経済的理由による受診抑制を改善させよう 

２０１５年３月２６日 国保証短期保険証調査 PJ会議 

２０１５年３月２７日 県民運動まちづくり部 

２０１５年３月３１日 県連常任理事会 

 

 

はじめに 

2014 年長野県保険医協会調べによって、県内市町村における国民健康保険の短期保険者証発行が増えている

ことがわかりました。特に期間が「1ヶ月」「２ヶ月」という超短期期間の発行が目立ちます。一定期間保険料が

滞納した場合に取られる措置ですが、近年では非正規雇用や失業者が国保に加入するケースも多く、経済的事由

による滞納が増えているとの指摘もあります。対象者抽出の中でも透析患者さんや後期高齢者、小児などに発行

されている事例があることがわかりました。受診へのアクセスを妨げ、重症化や手遅れなどが懸念される事態で

す。 

そこで、今回長野県民医連として、県内事業所を受診する患者さんで国保短期保険者証発行された方を対象に、

発行の背景、影響を中心に標記調査を実施し、国や地方自治体に対して経済的困難のために保険料支払いができ

ないケースに対する施策を要望していきます。調査について以下の提起をします。 

 

 

１．連絡会・事業所内で、職員（特に SW・医事課・事務幹部）の学習を進める体制を明確にし、

期間、方法を具体化しよう 

①県連として育成部・まちづくり部で状況を把握し、経験を交流する 

 ②学習資材として・・・『いつでも元気２０１５年３月号』、『くらしに役立つ制度のあらまし』『大阪社保協国

保ハンドブック 2012』ほか 

 

 

２．進め方 

事業所ごとに管理部担当者、SW、医事課等で構成するチームを作り、手順を検討する 

対象の抽出＝名簿化（４月１０日県連集中） 

  職員の学習会開催 

  調査期間は４月～５月の２ヶ月間 

 

 

３．結果をまとめ、実態を公表しよう  

 PJ でまとめた結果をもとに、県社保協と協力し、要望・施策の提案を作り、実態を公表しよう。それをもっ

て市町村と懇談しよう 

 

以上 
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国保短期保険者証発行実態調査について 

 

連日のご奮闘に、心より敬意を表します。 

2014 年長野県保険医協会調べによって、県内市町村における国民健康保険の短期保険者

証発行が増えていることがわかりました。特に期間が「1 ヶ月」「２ヶ月」という超短期期

間の発行が目立ちます。一定期間保険料が滞納した場合に取られる措置ですが、近年では

非正規雇用や失業者が国保に加入するケースも多く、経済的事由による滞納が増えている

との指摘もあります。対象者抽出の中でも透析患者さんや後期高齢者、小児などに発行さ

れている事例があることがわかりました。受診へのアクセスを妨げ、重症化や手遅れなど

が懸念される事態です。 

そこで、今回長野県民医連として、県内事業所を受診する患者さんで国保短期保険者証

発行された方を対象に、発行の背景、影響を中心に標記調査を実施し、国や地方自治体に

対して経済的困難のために保険料支払いができないケースに対する施策を要望していきま

す。法人、事業所のご協力をお願いします。 

 

記 

 

添付文書 

① 「国保短期保険者証発行実態調査について」 ３月３１日付 県連常任理事会 

② 「国保短期保険者証発行実態調査について」へのご協力のお願い （患者さん用） 

③ 聞き取り調査用紙 

④ 事前記入表（対象者リスト） 

以上 

 

長民医発(1５)第２号              

201５年４月１日 

 

 長野県民主医療機関連合会 

        会 長 熊谷 嘉隆 

 同 県民運動・まちづくり部 

部長 谷口 亮一 

 同 職員育成部 

部長 牧内 智則 

      【公印省略】 

専  務  殿                               

院所長 殿                                 

事務長 殿         

県連社保反核平和委員 

県連 SW委員会 

県連医事代表者会議 
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「国民健康保険・短期保険証発行の実態調査」への 

ご協力のお願い 
 

 

 日頃、私たち（ 法人名・事業所名 ）の活動にご理解・ご協力をいただき、ありが

とうございます。このたび長野県保険医協会の調査によって、国保証短期保険証（有

効期限が1ヶ月から半年。その都度行政窓口での交付を受ける）が増えていることが分

かりました。 

 

 

 私たちは、憲法で保障された生存権（憲法２５条）によっていかなる事由があろう

とも、受診を妨げるべきではないと考えています。行政は経済的困難によって保険料、

窓口負担が支払えない場合、法に基づき適切な対応をすることが定められています（国

保法４４条、７７条など）。 

しかし国保証の有効期限を1ヶ月、２ヶ月と短くすることで、保険証の受け取りに躊

躇（ちゅうちょ）したり、受診を控えて病気が重症化することを心配しています。私

たちは皆さんから短期保険証交付の背景（理由）をお聞きし、医療機関へのアクセス

を妨げる行政の対応について改善を求めていきたいと考えます。 

 

  調査は、職員が聞き取りをさせていただくものです。ご回答やおうかがいしたお

話の内容は、上記の調査目的以外には使用いたしません。また、調査結果はすべて統

計的に処理しますので、個人が特定されることはありません。 

 お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

 

2015年  月  日 

いつでも、どこでも、誰でも 

無差別平等の医療を 

長野県民主医療機関連合会
  

 

法人・事業所名 

 

連絡先 

 

訪問者 
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【取扱注意】
＊注意書きあれば　　　　（〆切：2015年　月　日(　)必着）

＊長野県民医連　行    ＦＡＸ：

提出日：　　　　　月　　　　　日    メール：

※赤字部分はエクセル帳票に記載

報告者名　

年齢 歳 性別 男　・　女 居住地

番号→

番号→

番号→

番号→

行政対応

保険状況の推移※２

□慢性疾患 中断歴 □あり　　　□なし

※未払い金額（　　　　　　　　　　円程度）

※１，すべて、事業所がかかわった時点での状況を記載してください。

※３，記載スペースが足りない場合は、別途用紙にご記入の上、送信してください。

短期保険証発行
に至る経過

有効期限   □１ヵ月　　□３ヵ月　　□６ヵ月　　□その他（　　　　　　ヵ月）

  □国民健康保険　　□後期後期高齢者医療　　□無保険

短期証が初めて交付された時期
(無保険の方は無保険の時期)

家族構成

特記(例.高齢者のみ世帯、就労者の有無など)→

１．非正規雇用（パート・派遣・請負・アルバイトなど）、　２．無職、　３．自営業、　４．正規雇用、
５．年金受給者、　６．その他

保険種別

連絡・問い合わせ先 Tel： E-mail：

 
調
査
対
象
者
の
概
況
※
１

□行政との相談機会がある　           □相談なく保険証が交付されている
□保険料支払いを毎回求められる  　□保険料を支払わないと交付されない（複数選択
可）

例「自営業だったが経営が立ちいかなくなり倒産。税金を滞納しがちとなり町と相談。去年から分納し短期保険証」

※対象者の意見やその他の特記する状況等について記載をしてください
（短期保険証であることで受けている不利益、行政に求めたいことなど）

自由記述

４，５具体的に→

　　年　　　　月　　　　日～

治療病名 （　　　　　　　　　　　　　　　）

□定期受診　　　□不定期受診　　　□初診　

所持している保険証の有効期限

家族構成

１．持ち家、２,借家、アパート　３．社宅　4．定まった住居がない（知人宅、車中、ネットカフェ等）　5．その他（路上・屋外生活等）

１．非正規雇用（パート・派遣・請負・アルバイトなど）、　２．無職、　３．自営業、　４．正規雇用、
５．年金受給者、　６．その他

※２，わかる範囲で、加入保険の推移を記載してください。例）協会けんぽ→国保→短期保険証→資格証明書

６．具体的に→

                                                      

受診状況

７．具体的に→

事業所名 

１．独居、　２．夫婦のみ、　３．一人親世帯（a.子が18歳未満、b.子が18歳以上）、
４．夫婦と子ども世帯（a.子が18歳未満、b.子が18歳以上）、　５．二世帯・三世帯同居、　６．その他

長野県民医連2015年「短期保険証実態調査」調査票

特記(例.高齢者のみ世帯、就労者の有無など)→

 職  業

世帯収入

６．具体的に→

　　年　　　　月　　　　日～　　　年　　　月　　　日

４，５具体的に→

　□当院のみ　　□複数の機関にあり　　　□なし　　　

１．5万円以下、２．6～10万円未満、３．10～15万円未満、４．15～20万円未満、５．20～30万円未満、
６．30万円以上、７．その他

医療費の未払い

住　居

種別

保険種別
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～メモ～ 
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無料低額診療事業のご案内 

無料低額診療事業とは？ 
 私たちには、誰もが人間らしく生きる権利があります。そのため「困ったとき」に利
用できるさまざまな制度が社会保障制度として用意されています。無料低額診療事業も
その1つです。 

 無料低額診療事業とは、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービス
を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を行うもので
す。 
 

無料低額診療制度を利用するには？ 

申請 実施している病院や診療所にお申し出ください。制度の適応の有無にかかわら
ず、まず必要な治療を始めます。少しでも早い治療を始めることが大切です。安心し
て受診してください。 

面談 制度の適応については、担当者が事業をお聞きします。お話しの内容により、
制度の利用が必要とされた場合には適応となりますが、ならない場合でも治療費の支
払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道をさがすように相談に応じて
います。他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをお勧めすることもあり
ます。 

決定 適応かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。無料・低額診療制
度は、成果が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生
活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直して行きましょう。 

※無料・低額になるものは、施設により異なりますのでご注意ください。 

実施施設 
 

長野中央病院        長野市西鶴賀町1570      ☎026-234-3307 
松本協立病院        松本市巾上9-26         ☎0263-35-5333 
塩尻協立病院        塩尻市大字桟敷437         ☎0263-53-5353 
諏訪共立病院        諏訪市下諏訪町矢木町214    ☎0266-28-2012 
健和会病院         飯田市鼎中平1936        ☎0265-23-3116 
上伊那生協病院       伊那郡箕輪町大字中箕輪11324   ☎0265-79-14247 
老人保健施設あずみの里       安曇野市豊科高家5285-11    ☎0263-71-2300 
介護老人保健施設はやしの杜 下伊那郡豊丘村神稲4176     ☎0265-35-1870 
介護老人保健施設すずかぜ    諏訪郡下諏訪町西赤砂4429-6  ☎0266-26-3053 

長野県民医連の加盟事業所は、生活困難な方が経済的自由で受診を控える
事がない様、長野県の許可を受け「無料低額診療事業」を実施しています。 
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